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取材妨害禁止仮処分命令申立書 

 

平成２２年３月８日 

 

東京地方裁判所 御中 

 

債権者代理人弁護士   堀      敏   明 

 

当事者の表示 

別紙当事者目録記載のとおり 

 

申 立 の 趣 旨  

 

債務者は、東京都千代田区霞が関２丁目１番２号所在の警察庁庁舎内において、

債権者が、国家公安委員会委員長の記者会見に使用する会議室・記者室に出入り

して同記者会見に出席し取材することを妨害してはならない。 

との裁判を求める。 

 

申 立 の 理 由 

 

第１ 被保全権利 

１ 債権者は、警察や検察、裁判所の裏面等を主な取材分野とするフリーの

ジャーナリスト（記者）である（甲１）。 

２ 中井洽国家公安委員会委員長は、毎週木曜日、警察庁会議室において定例の

記者会見を行っており、債権者は同記者会見に出席して取材すべく、平成２２

年２月１日、「取材申入書」を警察庁広報室と衆議院第一会館内にある国家公

安委員会委員長の東京事務所にファックスで送付して、次回（同月４日）以降
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の国家公安委員会委員長の記者会見に出席して取材する旨申し入れた（甲２の

３～４）。また、警察庁記者クラブにも「質問書」をファックスで送付して、

上記記者会見に債権者が出席し取材したいことを告げるとともにこれに対する

警察庁記者クラブの見解について質問した（甲２の５）。 

 同日、警察庁記者クラブから「質問書への回答」という表題のファックスが

あり、その内容は、警察庁記者クラブとしては「会見は原則的にオープンとい

う立場」であり、「質問させないというつもりもありません。」というもので

あった（甲２の６）。 

 他方、警察庁広報室からは、同日午後７時ころ、長谷川と名乗る係長から電

話があり、「記者会見は庁舎管理やセキュリティの観点から出席者を制限して

います。フリーの方は出席できません。これが正式回答です。」との回答がな

され、債権者が国家公安委員会委員長の記者会見に出席して取材することを拒

絶し、これを妨害した（以下「本件妨害行為」という）。 

３ 本件妨害行為は、第１に、債権者の憲法２１条１項の報道・取材の自由を侵

害し、第２に、債権者の憲法１４条１項の平等権を侵害するものである。また、

記者会見には制限を設けず、記者クラブ所属記者以外のフリーランスのジャー

ナリスト（記者）にも記者会見に応じるという民主党幹事長及び首相の公約及

び方針にも反するものである（甲２の１～２、甲２の７～８）。 

４ 憲法２１条１項の報道・取材の自由の侵害について。 

（1）債権者には、憲法２１条１項に基づき、報道の自由が保障されるとともに、

報道の自由のための取材の自由が保障されている。 

このことは、最高裁判所昭和４４年１１月２６日大法廷決定も、「報道機関

の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断

の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって、思

想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法

二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関

の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材
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の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければ

ならない」として、これを認めている。 

（2）報道機関や記者に対する国家機関や行政機関による記者会見が、「民主主義

社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国

民の『知る権利』に奉仕するもの」であることは論をまたない。 

そして、この記者会見に出席して取材する憲法２１条１項の権利は、いわゆ

る記者クラブ所属の記者にのみ保障された権利ではなく、全ての報道機関や記

者、ジャーナリストに対して認められた権利であることは、上記最高裁大法廷

決定に照らしても明らかである。 

したがって、債権者に対する本件妨害行為は、報道の自由及び取材の自由を

制限し侵害するもので、報道の自由、取材の自由が憲法２１条により保障され

た権利であるとした上記最高裁大法廷決定を根底から否定するもので、到底認

められるものではない。 

（3）また、上記最高裁大法廷決定に照らすならば、報道機関や記者に対する記者

会見は、憲法２１条１項の報道・取材の自由を実現するためのものに他ならず、

憲法２１条１項の報道・取材の自由に含まれ、これを構成するものである。し

たがって、記者会見に出席させず、取材を拒絶する警察庁の本件妨害行為は、

報道機関や記者の報道及び取材行為に対する国家機関である警察庁の介入にほ

かならず、これが憲法２１条１項の報道・取材の自由を侵害するものであるこ

とは明らかである。 

５ 憲法１４条１項の平等権の侵害について。 

（1）前記のとおり、記者会見に出席して取材する憲法２１条１項の権利は、いわ

ゆる記者クラブ所属の記者にのみ保障された権利ではなく、全ての報道機関や

記者、ジャーナリストに対して認められた権利であることは、上記最高裁大法

廷決定に照らしても明らかである。 

ところが、警察庁は、記者クラブ所属の記者にのみ警察庁庁舎で行われる国

家公安委員会委員長の記者会見への出席と取材を認め、記者クラブに所属しな
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いフリーの記者である債権者に対しては上記記者会見への出席と取材を拒絶し

た。 

かかる差別的取り扱いが不合理であることは明らかであり、本件妨害行為は

債権者の平等権を侵害し、憲法１４条１項に違反するものである。 

（2）平成２１年３月２４日、小沢一郎民主党代表（当時）は、その記者会見にお

いて、フリーの記者である上杉隆氏の「民主党が政権を取ったら、フリーラン

スにも記者会見を開放するのか」との質問に対し、政治も行政も経済社会も

オープンな社会にしなければならず、ディスクロージャーが大事で、記者会見

について制限は全くしておらず「どなたでも会見においで下さいということを

申し上げております、（民主党が政権をとっても）この考えは変わりません」

と述べ（甲２の１～２）、また、民主党が政権を取った後の同氏の取材に対し

ても、民主党幹事長としてその考え方が変わっていないことを明言している

（甲２の８の３枚目～４枚目）。 

また、平成２１年５月１６日、鳩山由紀夫民主党代表は、その記者会見にお

いて、フリーの記者である上杉隆氏の「民主党が政権を取ったら、フリーラン

スにも記者会見を開放するのか」との質問に対し、「私が政権をとって官邸に

入った場合、上杉さんにもオープンでございますので、どうぞお入りいただき

たいと。自由に、･･･記者クラブ制の中で、中では、ご批判があるかもしれませ

んが、･･･私としては、当然、ここは、どんな方にも入っていただく、オープン

性を高めていく必要があると、そのように思っております。」と答え（甲２の

１～２）、記者会見にフリーの記者の出席と取材を認めることを明言している。 

この小沢民主党幹事長（現在）及び鳩山首相（現在）の野党時代の発言は民

主党政権下において実行されており、他省庁の記者会見には記者クラブに所属

しない記者、ジャーナリストも出席して取材を行っている（甲２の７～８）。 

ところが、鳩山首相をはじめ他省庁の記者会見においては、記者クラブに所

属しない記者も出席して取材を行っているにもかかわらず、警察庁は記者クラ

ブ所属の記者にのみ記者会見への出席と取材を認め、債権者に対しては、記者
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クラブに所属していないフリーの記者であることを理由に本件妨害行為を行っ

ており、その差別的取り扱いが不合理なものであることは明らかである。 

したがって、本件妨害行為は債権者の平等権を侵害し、憲法１４条１項に違

反するものである。 

（3）なお、前記のとおり、警察庁記者クラブは、記者会見について原則的にオー

プンの立場であり、債権者の国家公安委員会委員長の記者会見への出席及び取

材を認めることを明言している。 

また、日本新聞労働組合連合（新聞労連）・新聞研究部は、平成２２年３月

４日、「記者会見の全面開放」などを求める宣言を発表した（９日に日本新聞

協会に提出予定）。そこでは、「記者会見は記者クラブへの加盟に関係なく、

知る権利に奉仕する限り、全ての取材者に開放されるべきである」旨の指摘も

されている。 

（4）以上のとおり、記者会見を記者クラブ所属の記者に限定することなく全ての

記者に開放することは、現政権下では当然のこととされており、警察庁記者ク

ラブや日本新聞労働組合連合（新聞労連）・新聞研究部の動向にも明らかなよ

うに時代の趨勢なのであり、警察庁による本件妨害行為は、まさに政府の方針

に反し、時代の趨勢にも逆行するものである。 

その差別的取り扱いに合理性など全くなく、本件妨害行為が憲法２１条１項

及び憲法１４条１項に違反するものであることは明らかである。 

６ 警察庁の庁舎管理について。 

なお、警察庁は、本件妨害行為を正当化する理由として、前記のとおり、庁

舎管理やセキュリティを掲げている。 

しかしながら、債権者が記者会見に出席することによって警察庁の庁舎管理

やセキュリティに支障が出るとは考えられない。前記のとおり、他省庁ではフ

リーの記者にも記者会見を認めているが、その庁舎管理やセキュリティに支障

は生じていない。警察庁は、警察という実力組織を束ねている機関であり、庁

舎管理やセキュリティの観点からいえば、他省庁以上に適切な対応が可能なは



 6

ずである。 

したがって、警察庁がいう庁舎管理やセキュリティは本件妨害行為を正当化

する理由足りえない。 

７ 以上のとおりであるから、債権者は、憲法２１条１項の報道・取材の自由の

侵害及び憲法１４条１項の平等権の侵害を理由として、申立の趣旨記載のとお

り、債権者が警察庁庁舎内において国家公安委員会委員長の記者会見に使用す

る会議室・記者室に出入りして同記者会見に出席し取材することを妨害しては

ならないとの決定を求めるものである。 

第２ 保全の必要性 

１ フリーの記者をはじめとして記者クラブ所属の記者以外の記者が出席し取材

する記者会見もまた、国民の知る権利に答えるものである。他方、記者クラブ

所属の記者のみによる従来の記者会見はおよそ国民の知る権利に答えるものと

はなっていないとの評価も存在し、記者クラブ所属の記者以外の記者も記者会

見に出席して取材するほうがより国民の知る権利に答えるものであるという実

態も厳然として存在する（甲２の７～８）。 

以上のとおり、記者会見に記者クラブ所属の記者以外の記者が出席し取材す

ることは、憲法２１条１項及び憲法１４条１項により当然のことであるととも

に、国民の知る権利を実質的に保障するものである。 

２ 報道は速報性が命である。現在、インターネットで情報を発信するのが当た

り前となっているが、その傾向はますます強まっている（甲２の７）。 

債権者も１０年以上前からホームページやブログで情報を発信している（甲

２の９）が、本件妨害行為により国家公安員会委員長の記者会見に出席し取材

することができないため、債権者の情報発信はしばしば後手後手となり、債権

者のジャーナリストとしての業務に重大な支障が生じている。 

特に債権者がスクープした事件について国家公安員会委員長の記者会見に出

席し取材することができないのは致命的である。しかも、記者会見に出席した

記者クラブ所属の記者が当該事件について質問し、あたかも当該記者もしくは
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その所属報道機関の独自取材であるかのような報道もされており、債権者の

ジャーナリストとしての評価にも重大な影響を与えている。 

３ 以上のとおりであるから、債権者は、本件妨害行為により国家公安員会委員

長の記者会見の都度（少なくとも週１回ごと）憲法２１条１項及び憲法１４条

１項の権利を侵害され、ジャーナリストとして重大な損害を被っている。 

第３ 結論 

  以上のとおりであるから、申立の趣旨記載の決定を求める。 

 

疎 明 方 法 

 

１ 債権者の陳述書（甲第１号証の１） 

２ 週刊文春１９９６年１１月７日号の債権者の執筆記事（甲第１号証の２） 

３ 週刊文春１９９６年１１月１４日号の債権者の執筆記事（甲第１号証の３） 

４ 週刊文春１９９６年１１月２１日号の債権者の執筆記事（甲第１号証の４） 

５ 産経新聞１９９６年１０月３１日朝刊、毎日新聞同日朝刊・夕刊、読売新聞

同日朝刊、朝日新聞同日朝刊の各記事（甲第１号証の５） 

６ 毎日新聞１９９６年１１月１３日夕刊、読売新聞同月１４日朝刊、朝日新聞

同月１３日夕刊の各記事（甲第１号証の６） 

７ 朝日新聞１９９７年７月７日夕刊の記事（甲第１号証の７） 

８ 週刊現代２００５年１０月１日号の債権者の執筆記事（甲第１号証の８） 

９ 「報道されない警察とマスコミの腐敗」中、原田宏二氏インタビュー（甲第

１号証の９） 

10 週刊朝日２０００年３月１７日号の落合博実氏の執筆記事（甲第１号証の１

０） 

11 東京地方裁判所平成１１年（ワ）第２３１９３号損害賠償請求事件における

東京都の準備書面（甲第１号証の１１） 

12 ＤＶＤ「小沢一郎と鳩山由紀夫が『開かれた会見』を約束」（甲第２号証の
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１） 

13 甲第２号証の１の説明（甲第２号証の２） 

14 「取材申入書」（警察庁広報室宛）（甲第２号証の３） 

15 「取材申入書」（国家公安委員長東京事務所宛）（甲第２号証の４） 

16 「質問書」（甲第２号証の５） 

17 「質問書への回答」（甲第２号証の６） 

18 「週刊上杉隆 第１０９回」（甲第２号証の７） 

19 「週刊上杉隆 第１１３回」（甲第２号証の８） 

20 「インシデンツ」（債権者運営の情報サイト）（甲第２号証の９） 

 

添 付 書 類 

 

１ 甲号各証（写し）      各１通 

２ 訴訟委任状          １通 
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当 事 者 目 録 

 

〒191-0065   東京都日野市旭が丘４丁目７番５号 

シティハイツ日野旭が丘６－１２０２ 

           債 権 者   寺   澤       有 

〒101-0054   東京都千代田区神田錦町３丁目１３番１号 矢浪ビル３階 

               堀敏明法律事務所（送達場所） 

       債権者代理人弁護士   堀      敏   明 

                    電 話 ０３－５２８２－７８７５ 

                    ＦＡＸ ０３－５２８２－７８７４ 

〒100-0013   東京都千代田区霞が関１丁目１番１号 

           債 務 者   国            

同代表者法務大臣   千   葉   景   子 

 



















取材 
 申
 入
 主日


国家公安委員長中井沿殿  

2010年 2月 1日

次回以降の国家公安委員長の記者会見に出席し、取材いたします

ので、関係職員に指示し、支障がないようにしてください。

東京都日野市旭が丘 4-7-5

シティハイツ日野旭が丘 6-1202 

TEL 090-8502-8277 

FAX 042-589-7172 

ジャーナリスト 寺津有


